
都市機能誘導区域（補助金加算エリア）について

【都市機能誘導区域】

都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域であり、都市機能を都市の中心拠点

に誘導し集約することにより、地域経済の活性化や生活サービスの効率的な提

供を図る地区

参照：渋川市立地適正化計画


